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地福第１６３号

審査請求人　／‘
卜

上記審査諳求人代理人　　フ
奈良市豈大路町５番地修徳ピル３階
ｊ　わかくさ法律事務所
弁護士　戸城　杏祭

処　分　庁
大和高田市社会福祉事務所長

審 査 請 求 人 が 平 成 ２ ３ 年 3'月･2 8 日 付 け で 提 起.し た 審 査 請求 にう い て 、 次 の とお り 裁
●　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　●　　●　　　　　　　．決す る ．　　　 厂

主 文

処分庁が平成２ ３ 年 ２ 月７日付けで行った生活保護申請却下処分を取り消す。

第 １

１

理 由

審 査 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由

審 査 請 求 の 趣 旨　　　　 ／　　　　　　 。　　　　 厂

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　
－　　　　　　　●

本 件 審 査 請 求 の 趣 旨 は √ 審 査 請 求 人 （以 下 「 請 求 人 」 と い う’。） に 対 し て 、 平 成

２ ３ 年 ２ 月 ７ 日 付 け で 大 和 高 田 市 社 会 福 祉 事 務 所 長 （ 以 下 「 処 分 庁 」 と い う 。） が

生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 。 以 下 「法 」 と い うi ）iこ基 づ い て 行 っ た

生 活 保 護 申 請 却 下 処 分 の 取 り 消 し を 求 め る も の で あ｡る 。

２　 審 査 請 求 の 理` 由

処 分 庁 の 決 定 は 、 請 求 人 に 稼 働 能 力 が あ る こ と 、 資 産 活 用 が 見 込 ま れ る と と を 理

由 に､生 活 保 護 申 請 を 却 下 し て い る が 違 法 で あ る こ と 、 処 分 庁 の 発 し た 通 知 書 の 記 載
●　　　　　　　　　　　　　　 囑　　　　　　　　　　　．内 容 は 法 の 要 請 す る 記 載 内 容 を 満 た し て い な い こ と か ら 、 本 件 処 分 は 請 求 人 の 生 存

権 を 脅 か す 違 法 な 処 分 で あ る ．　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　Ｉ　Ｉ

●　　　～　　　　　　　　　　　．
４、　　’Ｉ ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　　　　　　’．　　　　　　　　　　　　　　卜・
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当庁の認定事実
平成２２年９月、前夫から請求人への申立てにより、子ども二人の親権者変更調

停（夂→母）が申し立てられた。　　　　　　　　　　　　　　　　・
１２月2 ｀4日、請求人と前夫との親権者変更調停が成立して、子ども二人の親権

が請求人に移った。　　　　　　ご
１２月２８日、請求人が葛城市から大和高田市に転入した。

４　平成２３年１月１３日、請求人が家計が苦しく生活が･できないことを理由に処分
庁に生活保護申請を行つ｡た。
なお、請求人の収入は、 」での就労収入（時給）が

１ 月5  3  , 0  0  3 円 ・ ２ 月4  8,  526 円 、 厚 生 障 害 年 金 （ ３ 級 ） が 月 額4  9,  5

１ ７ 円 、 前 夫 か ら の 養 育 費‘50 ご ０ ０ ０ 円 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 か ら は2  0,  000 円 ｙ

で あ っ た 。　　　　　　 。’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◇

５　 １ 月 ２ ４ 日 、 処 分 庁 は 請｡求 人 の 主 治 医 と 面 談 し 、 検 診 書 に よ り 次 の と おIり 検 診 結

果 を 得 た 。・
Ｉ　　　　　　　　　　　･;　　　　・　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

･ ① 傷 病 名し　う つ 病 ◇　　　　　　　　　　　　 ’　 卜　　　 卜･　　　　 ‥　 レ
ｙ ② 病 状　　 全 身 倦 怠 感 や 不 安 症 状 は あ り 、 仕 事 に な ん と か い け て は い る が 休 日･は

’ 一・日 臥 床 す る な ど 精 神 症 状 の 日 常 へ の 影 響 は 少 な か ら ず あ る 。

③ 就 労 は 可 能 で あ｡る と 判 断 さ れ る 。 障 害 年 金 診 断 書 二 般 状 態 区 分 表 で は 「 無 症 状

で 社 会 活 動 が で き 、･ 制 限 を 受 け る こ と な く 、｡発 病 前 と 同 等 に ぶ る ま え る も の 」

に 該 当 す る 。

６ 一1 月 ２ ７ 日 、 処 分 庁 以 請 求 人 に 主 治 医 面 接 の 結 果 を､伝 え 、 請 求 人 の 求 職 状 況 等 を

聞 き 取 り 、 早 急 に 改 善 す る よ う 助 言 指 導 を 行 っ た 。
Ｉ　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　 ●　　　　　　　・

７　 ２ 月 １ ０ 日 、 処 分 庁 は 「 稼 働 能 力 が あ る た め･、 資 産 劔 用 が 見 込 め る た め 」 を 理 由

に ２ 月 ７ 日 付 け で 保 護 申 請 を 却 下 し 、 請 求 人 に 通 知 書 を 手 渡 し だ 。

８　 ３ 月 ２ ８ 日ﾚ、 請 求 人 が 県 に 生 活 保 護 申 請 却 下 処 分 の 琅 り 消 し を 求 め て 審 査 請 求 を

I僵　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●●　　　　●　　　　　　　　　　●
提 起 し た 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／ 厂　　　　 レ

第３
１

請求人の主張　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　　　　卜　　‥
請求人は稼働能力の活用に七）いて以下のとおり主張している。
請求大はうつ病で障害等級３級１３号（精神又丑神経系統に、労働が著しい制限

を受けるか、又ば労働に著しい制限を加えることを必要とする程纎の障害を残すも
の･）の認定を受けているので稼働能力は低い。
また、請求大はうつ病で入院歴があり体調の波が大きく、良好な状態が継続でき

るとは限らず、４月２ １日の受診時にも主治医から「時間的配慮の得られる職場で
の稼働が適切」とあらためて説明を受けた。　　　　　　　　卜
現畆 丿請奥じUJﾚ「　　　　”” ・’　　 」でアルバイト’（時給６ ７ ８円）とじ

て、週４日（３日は8.時３０分～１５時１０分、１日は･8時３０分～１２時３０分）
勤務してぃるが、稼働時間は雇用主に頼んで増やしてもらった結果である。
なお、請求人は昨年１２月からハローワーク等に複数回通って、転職先をさがし

たが見っからなかった。その理由は、八｡ローウークの担当者が「時間的配慮を得ら

２
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れ る 職 場 」 を 紹 介 す べ き と 判 断 し 、 請 求 人 の 体 調 に 合 っ. た 職 場 を 紹 介 さ れ ず 、 具 体

的 な 求 職 活 動 が 困 難 で あ っ た/ た め で あ る ． 、

請 求 人 は 就 労 困 難 な 障 害 を 抱 え な が ら 、 で き る 限 り 稼 働 能 ’力 を 活 用 し よ う と し て

い る が 、 稼 働 セ き な い 環 境 に あ る ．

請 求 人 の 具 体 的 状 況 に 着 目 せ ず 、 稼 働 能 力 が あ る こ と だ け を 年 齢 ・ 資 格 か ら 形 式

的 に 判 断 し 、 申 請 を 却 下 し た 処 分 庁 の 決 定 は 、 請 求 人 の 生 存 権 を 侵 害 す る も の で 違

法 で あ る ○’　 ・　　　　　　　”

２ ＼ 次 に 、 却 下 決 定 通 知 書 の 理 由 の 付 記 に つ い て 以 下 の と お り 主 張 し て い る ．

理 由 付 記 の 程 度 に つ い て は.、 ど の よ う な 事 実 に 基 づ いて ど の よ う な 法 的 理 由（処 分

の 要 件 ） に よ り 当 該 処 分 が 行 わ れ た か 相 手 方 に お い て 十 分 認 識 し う る 程 度 に 示 す こ
・　●　ｉ °　　　　　　 ●　　　　－　　　　･．　　　　　　　　　　　 ¶　　　　、　　　●

と が 必.要 で あ る ．（「 生 活 保 護 鬨 係 全 国 係 長 会 議 資 料 」･（ 濘 成 １ ４ 年 ３ 月 ６ 日 厚 生 労

働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 資 料 ））　 ＼　　　　　　　　　　　　　　　　 ソ

本 件 の 却 下 理 由 の 「 稼 働 能 力 が あ る た め 」 で は 、 具 体 的 に 、 ど の よ う な 根 拠 に 基

¶　　　　　　　　　
・　　　　　　　　　　　　　　 ■･　　　　　　・　　　　　　 ¶　　　　　．　　　　・

づ き 稼 働 能 力 の 有 無 を 認 定 し た の か 、 ま た 、 稼 働 環 境 に つ い て 検 討 し た の亦 も 判 明

■　　　　■　　　Ｉ　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　丶し な い･ ． ∧　　 ＼　 ．　　　　　　　　 ・．．　･･･　　　･･　　　 ．・　　 ・．　･･ ．．･　　 ．･･．･．･

却 下 理 由 の 「 資 産 活 用 が 見 込 め る た め ’」 で は 、 請 求 人 に ど の よ う な 「 資 産 」 が あ

る と 判 断 し た の か も 判 然 と し な い ．

な. お 、 理 由 の 付 記 は 、 不 利 益 処 分 を 受 け た 者 の 不 服 申 立 を 行 う 権 利 を 保 護 す る た

め に も 要 求 さ れ て い る も の で 、 不 服 申 立 を 行 う に は 弁 護 士 や 第 三 者 の 助 言 が 必 須 で

あ り 、 適 切 な 助と言 を 受 け る に は 書 面 に よ る 理 由 記 載 が 必 須 で 、ﾉ 処 分 庁 が 主 張 す る 、

口 頭 説 明 、 あ る い. は 請 求 人 が 理 解 を 示 し て い た こ と で は 、 法 律 の 要 求 す る 理 由 の 付

記 勿 要 件 を 全 く 充 足 し て い な い ．　　　　　　　　　　･ ．　　　　　　　　　　　 ダ

第 ４

１

処 分 庁 の 主 張　　　　　　　　　 。･　　　　 レ

処 分 庁 は 請 求 人 の 稼 働 能 力 の 話 用 に つ い て 以 下 の と お り 主 張 し ｔ い る 。

請 求 人 の 検 診 書 で は 労 働 可 能 で 、 「 無 症 状 で 社 会 活 動 が で き 、 制 限 を 受 け る こ と

な く･ヽ 発 病 前 と 同 等 に 与 る ま え る､も の 」 と あ る の で 、 請 求 人 は 稼 働 能､力 が あ る と 判･

断 す る 。

請 求 人 の 時 給 は ６ ７ ８ 円 と 極 め て 低 廉 で あ る た め 、 稼 働 能 力 を 活 用 し 収 入 増 を 図

る 必 要 が あ る 。 ま た √ 生 活 困 窮 が 予 想 さ れ る に も か か わ ら ず 、 ２ 人 の 子 ど も を 引 き
・　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

取 っ た わ け で あ る か ら あ ら ゆ る 努 力 が 必 要 で あ る 。　　　　　　　　　　　　　 く

七 か し な が､ ら 、 請 求 人 は 申 請 期 間 中 に ハ ロ ー ワ ー ク に 通･ つ た の’は ２ 日 の み で 、 そ

れ も 具 体 的 な 求 職 活 動 を し て い な い 。　　　　　　　　　　　　　　　 、　 ・
㎜、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　Ｉ

■　　　　　　　　　　　　　　　
。　　　　　　　　　　　　　　　 ¶

大 和 高 田 市 に は ハ ロ ー ワ ー ク 、 周 辺 地 域 に も 求 人 募 集 先 は 確 実 に あ る の で 、 稼 働

能 力 を 活 用 で き る 環 境 に あ り 、 賺 求 人 は 介 護 福 祉 士 資 格 、 自 動 車 免 許 が あ る の で 就

労 機 会 を 得 る こ と は 十 分 可 能 で あ る 。

こ れ` か･ ら 、 請 求 人 の 稼 働 能 力･の 活 用 は 不 十 分 と 判 断 し 、 保 護 の 要 件 を 満 た さ な い
・　　 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　●の で 保 護 申 請 を 却 下 す る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。 ’

２　次に、却下決定通知書の理由の付記について以下のとおり主張している。
「稼働能力があるため」の理由記載は上記第３の生活保護関係全国係長会議資料

３
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に基づいており、さらに、請求人には稼働能力の活用について２回助言指導してい
て、請求人拉その内容について理解を示していたので、請求人への説明義務は十分
に果たされていると考えている。
「資産活用が刄込めるため」の理由記載についても同様である。

第 ５　･ 判　　 断

１　 ま ず 、 請 求 人 の 稼 働能 力 の 活 用 に つ い て 検 討 す るレ

（ １ ） 法 第 ４ 条 第 １ 項 は 、「 保 護 は 生 活 に 困 窮 す る 者 が 、 そ の 利 用 し 得 る 資 産 、 能 力 そ

の 他 あ ら ゆ る も の を 、 そ の 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に 活 用 す る こ と｡を 要 件 と し

て 行 わ れ る 。」 と 規 定 し 、 保 護 の 補 足 性 の 原 理 を 定 め て い る 。

稼 働 能 力 の 活 用 の 要 件 に つ い て は 、「 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 に つ い て 」

（ 昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 付 け 社 発 第 ２ ４ ６ 号 厚 生 省 社 会 局 長 通 知 。 以 下 、「局 長 通 知 」

と い う 。） 第 ４ に よ り 、 ① 稼 働 能 力 が あ る か 、 ② 稼 働 能 力 を 活 用 す る 意 思 が あ る か 、

③ 実 際 に 稼 働 能 力 を 活 用 す る 就 労 の 場 を 得 る こ と が で き る か の 三 つ の 要 素 に よ り 判

断 す る ご と に な る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダ

請球 人 の よ う に √ 現 に 就 労 して い る 者 の 稼 働 能 力 の 活 用 状 況 が 十 分 で あ る か に つ

ぃ ぞ の 判 断 も 、「 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 め 実 施 血 領 の 取 り 扱 い に つ い て 」（ 昭 和 ３ ８

㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　驫　　丿年 ４ 月 １ 日 付 け 社 保 第 ３ ４ 号 厚 生 省 社 会 局 保 護 課 長 通 知 。以 下「 課 長 通 知 」と い･う 。）

「 問 （ 第 ４ の １ ）」 の と お り 、 局 長 通 知 第 ４ で 示 し た 稼 働 能 力 の 活 珀 にう ぃ て の 判

断 基 準 が 当 て は ま る 。　　　　　　　　　　　　　 二

’具 体 的 に はｿ、 そ乙の 者 の 現 在 の 就 労 状 況 が 本 人 の 稼 働 能 力 か ら 見 で 妥 当 な 水 準 に あ

る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 そ の 者 は 稼 働 能 力｡を･活 用 し て い る と 判 断 す る こ と が で き

る 。 一 方 、/本 人 の 稼 働 能 力･か ら 見 て 妥 当 な 水 準 に な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、･上 記

の ② 稼 働 能 力 を 活 用 す る 意 思 が あ る か 、 及 び ③ 実 際 に 稼 籬 能 力 を 活 用 す る 就 労 の 場

を 得 るｰこ と が で き る か を 含 め て 、 客 観 的 か つ 総 合 的 に 判 断 す る こ と に な る 。　 犬

（ ２ ） こ れ を 本蓍 に つ､い て 見て い く と 、 請 求 人 の･病 状 に つ い て 主 治 医 か ら 両 者 に 異 な る

卜　 意 見 が 出 て い る が 、 ど ち ら の 意 見 も 就 労 は 可 能 と な っ て い る こ と 、 請 求 人 も 現 に 就

労 し て い る こ と か ら 、 稼 働 能 力 は あ る と 判 断 す る 。　　　　　　　　　　　　　 ノ　 ∇

た だ し 、 障 害 年 金 を 受 給 し て い る こ と 、 処 分 庁 の 検 診 書 に も 「 仕 事 に は な ん と か

い け て は い る が 休 日 は 一 日 臥 床 す る な ど 精 神 症 状 の 日 常 へ の 影 響 は 少 な か ら ず あ る 」

゛と あ る こ と か ら 、 請 求 人｡の 病 状 が 就 労 に 全 く 影 響 を 及 ぼ さ な い と は 言 え な い 。

（ ３ ） 次 に 、 現 在 の 就 労 状 況 が 稼 働 能 力 か ら 見 て 妥 当 か ど う か に つ い て は 、 請 求 人 の 就

労 状 況 は 時 給 が 極 め て 低 額 で あ る こ と 、 勤 務 時 間 も 短 い こ と か ら 、 現 状 で は 稼 働 能

力 を 十 分 に 活 用 し て い る と は 言 え ず 、 転 職 に よ り 収 入 増 を 図 る 必 要 が あ る と 判 断 す

る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二

た だ し 、 就 労 状 況 は 稼 働 能 力 と の 比 較 か ら 判 断 す る も の で 、 処 分 庁 の 主 張 す る 世

帯 員 の 人 数 は 関 係 な い 。

（ ４ ） 次 に 、 稼 働 能 力 を 活 用 す る 意 思 が あ る か に つ い て は 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 は ハ ロ ー

ワ ー ク に は 通 っ た が 具 体 的 な 求 職 活 動 を し て い な い と 主 張 し 、 請 求 人 は 、､ハ ロ・－－ワ

ー ク で 転 職 先 が 見 つ か ら な か っ た 理 由 は 、 八･ロ ー リ ー‘ク の 担 当 者 が 請 求 人 の 体 調 に

４
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合 っ た 職 場 を 紹 介 し な か っ た た め 具 体 的 な 求 職 活 動 が 困 難 で あ っ た た め と 主 張 す る 。

こ の た め 、 請 求 人 が 主 張 す る 稼 働 能 力 を 活 用 で き る 就 労 の 場 の 有 無 に つ いて 、 次

の （ ５ ） で 検 討 す る 。

（ ５ ） 実 際 に 稼 働 能 力 を 活 用 す る 就 労 の 場 を 得 る こ と が で ぎ る か ど う か に つ い て は 、 処

分 庁 は 、 市 内 に ハ ロ ー ワ ー ク が あ り 周 辺 地 域 に も 求 人 募 集 先 が あ る こ と 、 請 求 大 が

フ 介 護 福 祉 士 資 格 等 を 持 つ こ と だ け で 就 労 の 場 を 得 る こ と が 出 来 る と 判 断 じ て い る 。

し か し 、 処 分 庁 は 請 求 人 の 稼 働 能 力 を 前 提 と し て 、 地 域 に お け る 有 効 求 人 倍 率 や

介 護 福 祉 士 等 へ の 求 人 内 容 等 の 客 観 的 な 情 報 に よ っ て 就 労 の 場 が 存 在 す る か ど う か

検 討 が な さ れ た と は 認 め ら れ ず 、 請 求 人 の 稼 働 能 力 の 活 用 は 不 十 分 と 判 断 す る に 十

分 な 調 査 が 尽 く さ れ て い る と は 言 え な い 。1　　　　　　　　　　　　 万
（ ６ ） しjた が っ て 、 処 分 庁 の 判 断 は 課 長 通 知 「 問 （ 第､ ４ の亅 ）」 に 基 づ い て 客 観 的 か つ

総 合 的 に 判 断 し て い る も の と は 認 め ら れ ず 、 請 求 人 の 主 張 に は 理 由 が あ る と 判 断 す

る 。　　　　　　　　 ∧
｀　　　　丶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡

２　 次 に、却下 決定通知書 の理由の付記について検討する。
（１）､保護 の開始 の申請 に対 する 決定については、法第２４条第２項で理由の付記が求

められていlる。　　　　 丁‘　　　　　　　　　卜　　　　　　 ＼　　　　　　 二
理由の付記の程度については、上記第３の生活保護関係全国係長会議資料で、ど

のような事実に基づいて どのような法的万理i由（処分の要件）により当 該処分が行われ
たのか相手方 において十分認識し得る程度に示す ことが必要であるとされている。

（２）・これから見てみるﾌと、 却下 決定通知 書 の理由 欄の「稼働能力があるため」の記載
だけでは、処分庁が主張する「稼働能力の活用が不十分」と･の却下 理 由を 、請求人
が十分 認識できる程度に示されていない。卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。。
「資産活用が見込めるため」の1記載 につい て も、活 用で きる資産を具体的に記載

していない ので、却下理由を請求人が十分に認識出来る程度に示されていない。
以上から、却下理由としては不十分な･記 載であり、 理由付記 に瑕疵がある処分と

判断､する 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エ
なお、処分庁は口頭で説明し了解を得たとの主張だが、法第２４条第１項は書面

に記載することを規定しており、口頭説明で法律の要件を満たしているとは認めら
れな･い。

第６　結づ　　論
以上検討したとおり、本件審査請求は理由があると認められることから、行政不

服審査法第４０条第3 一項の規定を適用し、主文のとおり裁決する。

平成２３年６月１日

審査庁

５

奈良県知事 荒　 井　 正
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この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して
Ｏ日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができます。（なお、裁決が
ったととを知った日の翌日から起算して３ ０ 日 以内であっても、裁決があった日の翌
から起算して１年を経過すると再審査請求を提起することができなくなります。）　 ＼

Ｉ　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　― Ｉ　　　　　　　　　　　　●二言言;　まだ、 この裁 決につ い ては、 この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６
ヶ月以内に、この裁決の前提となる決定をした市を被告として｡（訴 訟において市を代表
す る 者は市 長となります。）決定の取り消しの訴えを、あるいは県 を被告として（訴訟
において県を代表する者は知事とな･り ます。） この裁 決の取り 消し の訴えを提起するこ
とができます。（なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内で
・あっ七も、裁決があっ た日の翌日から起算し七１年を経過すると決定及び裁決の取消し
の訴えを提起することができなくなります。）　　　　　　 ク　　　　　　　!･
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